
令和７年４月現在　　　　　

手続きの付き添い等については、いつでもお気軽にご相談ください。

【茨木市役所で手続きできるもの】

１　相談

□ 弁護士による無料法律相談 市民生活相談課（南館１階）　☎ （０７２）６２０－１６０３

□ 仕事なんでも相談 商工労政課（本館７階）　☎  （０７２）６２０－１６２０

□ 生活困窮に関する相談
くらしサポートセンターあすてっぷ茨木
（福祉総合相談課内 南館2階 16番）　☎ （０７２） ６５５－２７５２

２　見舞金・手当・貸付金・奨学金

□ 犯罪被害者等見舞金
人権・男女共生課（本館２階 10-②番）

　☎  （０７２）６２０－１６４０

□ 災害見舞金・弔慰金 危機管理課（本館３階）　☎  （０７２）６２０－１６１７

□ 障害の各種手当 障害福祉課（南館２階 17番）　☎ （０７２） ６２０－１６３６

□ 児童手当 こども政策課（南館３階 19番）　☎  （０７２）６２０－１６２５

□ 児童扶養手当 こども政策課（南館３階 19番）　☎  （０７２）６２０－１６２５

□ 母子・寡婦福祉資金（貸付） こども政策課（南館３階 19番）　☎  （０７２）６２０－１６２５

□ 就学援助制度、高校等入学支度金　など 学校教育推進課（南館６階）　☎ （０７２） ６２０－１６８４

□ ゆめ実現支援事業
学校教育推進課（南館６階）　☎  （０７２）６２０－１６８３
教育センター （茨木市市民総合センター3階）

　☎ （０７２）６２６－４４００

犯罪等の被害により、1月以上の療養を要する傷害又は疾病を負った方または死亡した方の遺族に見舞金
を支給する。※茨木市災害見舞金・弔慰金の支給を受けられた方は対象外です。

交通事故により、治療3月以上（入院・通院の合計実日数が90日以上）の傷害を受けた方または死亡した
方の遺族に災害見舞金または弔慰金を支給する。

児童を引き取った場合　など

児童の父または母が亡くなった場合、所定の程度の障害を負った場合、ＤＶ保護命令を
受けた場合　など

母子家庭の母または所定の要件を満たす寡婦等、及びその児童が受けられる貸付金制度

就学援助制度：茨木市立の小・中学校に在籍する保護者に学用品費や給食費を支給する（所得審査あ
り）。
高校等入学支度金：高校等に進学を希望する人に返済不要の奨学金（入学支度金）を支給する（所得審査
あり）。

各種奨学金の紹介、犯罪被害救援基金より奨学金を給与する、まごころ奨学金無利子の貸与奨学金

犯罪で受けた損害や苦痛の回復・軽減を図るための法制度の紹介等。
交通事故に関する相談も可。

就職・労働に関する相談がある場合

経済的な困窮、その他生活上の困りごとに関する相談

犯罪の被害に遭われた方へ　〔 主な手続きのご案内 〕

担当者：　　　　 　　課  　　　 　　　係  　　　　　　☎　(072)　　　　－

所定の程度の障害を負った方等への手当給付



３　福祉サービス

□ 生活保護 生活福祉課（南館２階 18番）　☎  （０７２）６２０－１６３５

□ 中国残留邦人の支援 生活福祉課（南館２階 18番）　☎  （０７２）６２０－１６３５

□ 障害者手帳 障害福祉課（南館２階 17番）　☎ （０７２） ６２０－１６３６

□ 障害福祉サービス 障害福祉課（南館２階 17番）　☎  （０７２）６２０－１６３６

□ 介護保険サービス 長寿介護課（本館２階 14番）　☎ （０７２） ６２０－１６３９

□ 国民健康保険、国民年金 保険年金課（本館１階 7・8番）　☎  （０７２）６２０－１６３１・２

□ 後期高齢者医療制度 保険年金課（本館１階 6番）　☎ （０７２） ６２０－１６３０

４　住宅・施設

□ 母子生活支援施設 こども政策課（南館３階 19番）　☎  （０７２）６２０－１６２５

□ 住宅の一時使用 建築課（南館４階）　☎  （０７２）６２０－１６５３

５　子育て・育児支援

□ 子育て支援・育児支援
こども支援センター（おにクル２階）

　☎  （０７２）６２４－９３０１

６　届出

□ 死亡の届出 市民課（本館１階 3番）　☎  （０７２）６２０－１６２１

【市役所以外の機関で手続きできるもの】

□ 厚生年金（遺族年金・障害年金）
吹田年金事務所
　　☎ ０６－６８２１－２４０１

□ 健康保険証
療養費、傷病手当金、埋葬料　など

協会けんぽ　大阪支部
　　☎ ０６－７７１１－３５７０

□ 労災申請、健康保険証
療養費、傷病手当金、埋葬料　など

＜勤務先＞

火災や犯罪被害等により、一時的に住む場所が必要になった場合

国民健康保険：被保険者が入院・若しくは亡くなられた場合、医療費が高額になった場合、職場の健康保
険をやめた場合　など
国民年金：加入者が亡くなった場合、所定の程度の障害を負った場合　など

被保険者が入院・若しくは亡くなられた場合、医療費が高額になった場合、など

　ＤＶや経済的な事情で母子が入所し、保護を受けるとともに自立を目指すために生活する施設

　中国残留邦人の方の生活相談など

所定の程度の障害を負った方で、日常生活において介護等を必要とするようになった方が、
サービスを受ける場合

ご家族等が亡くなられた場合の届け。埋火葬許可証の発行。

家計を支える方が働けなくなったことなどにより、生活が困窮している場合

身体または知的、精神に障害をお持ちの方が、サービス等を受ける場合

65歳以上で、日常の生活動作に介護を必要とするようになった方が、サービスを受ける場合

一時保育等が必要になった場合　など



□ 相続

□ 廃業届

□ 被害届等
茨木警察署
　　☎  （０７２）６２２－１２３４

□ 生活福祉資金貸付事業
茨木市社会福祉協議会
　　☎  （０７２）６２７－００３３

□ 奨学金（貸付・無利子・高等学校）
（公財）大阪府育英会
　　☎ ０６－６３５７－６２７２

□ 奨学金（貸付・無利子）　「まごころ奨学金」
日本財団
　　☎ ０３－６２２９－５１１１

□ 奨学金（貸付・無利子）
（公財）交通遺児育英会
　　☎ ０１２０－５２１－２８６

□ 給付金
（公財）交通遺児等育成基金
　　☎ ０１２０－１６－３６１１、０３－５２１２－４５１１

□ 府営住宅への入居
大阪府　都市整備部住宅建築局住宅経営室経営管理課
　　☎ ０６－６２１０－９７５２

【その他の手続き】

□

□

□

相談内容 窓　　口

□ 法律相談

□ 交通事故相談

□ 司法書士相談

□
電話、面接相談・裁判所等への付添支援、カ
ウンセリング

認定NPO大阪被害者支援アドボカシーセンター
  　☎　０６－６７７４－６３６５

□ 法律相談（犯罪被害者弁護ライン）
大阪弁護士会
　　☎　０６－６３６４－６２５１

□ 刑事手続相談（被害者ホットライン）
大阪地方検察庁
　　☎　０６－４７９６－２２５０

□ 犯罪被害者支援ダイヤル
法テラス（日本司法支援センター）
　　☎　０１２０－０７９７１４

□ ①　性犯罪被害１１０番

□ ②　列車内ちかん被害相談

□ ③　ストーカー１１０番

□ ④　暴力団・拳銃１１０番

大阪府警察本部
　①　☎　０１２０－５４８－１１０　（２４時間対応）

　②　☎　０６－６８８５－１２３４

　③　☎　０６－６９３７－２１１０

　④　☎　０６－６９４１－１１６６

保険会社（生命保険、傷害保険、自動車保険、弁護士費用特約など）

金融機関（名義変更など）

法務局（相続）

市民生活相談課
　　☎ （０７２）　６２０－１６０３

〔 主な相談窓口のご案内 〕

茨木税務署
　　☎  （０７２）６２３－１１３１



□ ひとり親家庭等の相談

□ 子どもに関する相談

□ 配偶者等からの暴力等

茨木市配偶者暴力相談支援センター
　　☎ （０７２）６２２－５７５７

大阪府女性相談センター
　　☎　０６－６９４６－７８９０

（大阪府立）ドーンセンター
　　☎　０６－６９３７－７８００

□ 母子・父子・寡婦家庭相談　（離婚前も可）
茨木市　こども政策課
　　☎　 （０７２）６２０－１６２５

□ 受診（避妊、治療など）・相談
性暴力救援センター・大阪SACHICO
　　☎　０７２－３３０－０７９９

大阪府こころの健康総合センター
　　☎　０６－６６０７－８８１４

茨木保健所
　　☎ （０７２）６２４－４６６８

ＯＳＡＫＡしごとフィールド
　　☎　０６－４７９４－９１９８

茨木市就職サポートセンター
　　☎ （０７２）６２０－１６２０

□ 人権相談
茨木市人権センター
　　☎ （０７２）６２２－６６１３

□ 人権や生活上のさまざまな相談

各いのち・愛・ゆめセンター
①豊川　☎（０７２）６４３－１４７０
②沢良宜☎（０７２）６３５－７６６７
③総持寺☎（０７２）６２６－５６６０

吹田子ども家庭センター
　　☎　０６－６３８９－３５２６（代表番号）

就労支援

□

　こころの健康相談

□

□

　配偶者等からの暴力等

[ MEMO ]


